
L=

ypj

S, E55

81/

き

巨∃

F-LfLN一､

I

-　-■~､~-__-ノ

松‡

樹､

＼

､　　　　　　　　　　~ ･.

.i.__,I T■■■.伸一-._､- I.- √一し一､■--一一一一-A -一一一一L-.一､ -･ニー- l~■一･一-- -■れ　-

一

　

　

/

嘉

′
草
案
弟
四
号

三
朝
町
土
地
綿
発
公
社
定
款
の
l

f

部
変
史
に
つ
S
て

B.

次
の
と
お
力
三
朝
町
土
地
開
発
分
社
定
款
の
1
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､

公
有
地
の
蕗
大
の
堆
健
一
-

＼
～

忙
関
す
る
法
律
(
昭
和
四
十
七
年
法
律
弟
六
十
六
号
)
　
第
十
四
条
爵
二
項
の
規
定
に
ょ
S
1
　
本
軍
会
の
議
決

を
求
め
為
｡

＼

､

丸

(

昭
和
五
十
二
年
7
月
二
十
7
日

＼

　

㌦

三
朝
町
Z
A
j
b
J

/

　

.

～

軒
毒
等
乗
せ
書
家
尊
可
決
A

l

.

I

属

　

　

成

　

＼

.

＼

三
朝
町
犠
金
銀
義
教
摂
t
#
I)



一一丁ごヽ

■　　　　　　　　･

＼

+
ー＼

ノヽ　　　-㌔

1

l

三
朝
町
土
地
開
発
公
社
定
款
の
】
部
を
変
更
す
る
定
款

三
朝
町
土
地
開
発
公
社
定
款
Q
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
｡

簾

海

轟

や

　

　

　

　

　

　

.

(

｢
息
取
県
東
恰
部
二
二
朝
町
大
字
三
朝
丸
首
七
十
三
替
地
の
一
｣
を
｢
鳥
砲
撃
見
伯
埜
ご
用
町
大
字
六
浦
九

S

育
九
十
九
番
地
の
二
｣
に
改
め
る
｡

､

､

.
 
･
轍
/
　
郊
-

の
定
款
は
､


